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税務訴訟資料 第２６１号－８２（順号１１６７２） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消請求事件 

国側当事者・国（柏税務署長） 

平成２３年４月２０日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         株式会社Ａ 

同代表者代表取締役  甲 

同訴訟代理人弁護士  大石 篤史 

同          三浦 亮太 

同          小山 浩 

同          中嶋 将良 

同補佐人税理士    半谷 英治 

被告         国 

同代表者法務大臣   江田 五月 

処分行政庁      柏税務署長 

           杉山 茂 

被告指定代理人    森 寿明 

同          茅野 純也 

同          滝澤 衆 

同          古嶋 敬三 

同          石黒 里花 

同          荒井 豊 

 

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

 柏税務署長が、原告の平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度の法人税につい

て、平成２０年６月３０日付けでした更正処分のうち、所得の金額７８５万０６３７円及び納付す

べき税額１６４万８９００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、いずれ

も平成２０年１１月７日付け異議決定により減額された後の部分）をいずれも取り消す。 

第２ 事案の概要等 

 本件は、パチンコ等の遊技場（以下「パチンコホール」という。）の経営を主な事業内容とする

原告が、平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの事業年度（以下「本件事業年度」という。）

に事業の用に供したパチンコ器（以下「本件パチンコ器」という。）及びスロットマシン（以下「本

件パチスロ機」といい、「本件パチンコ器」と併せて「本件パチンコ器等」という。）について、法
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人税法施行令１３３条（平成１９年政令第８３号による改正前のもの）の適用があることを前提に

その取得価額の全額を本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入して確定申告をしたと

ころ、柏税務署長が、本件パチンコ器等には同条の適用はなく、これを固定資産に計上して減価償

却をするべきであるとして、法人税の更正処分（以下、平成２０年１１月７日付け異議決定（以下

「本件異議決定」という。）による減額の前後を通じ「本件更正処分」という。）及び過少申告加算

税賦課決定処分（以下、本件異議決定による減額の前後を通じ「本件賦課決定処分」といい、本件

更正処分と併せて「本件更正処分等」という。）をしたため、その取消しを求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

 関係法令等の定めについては、別紙関係法令等に記載のとおりである（なお、同別紙で定めた

略称は、以下においても用いることとする。）。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実、括弧内掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定

できる事実及び当裁判所に顕著な事実） 

(1) 原告 

 原告は、パチンコホールの経営を主な事業内容とする株式会社であり、「Ｂ」及び「Ｃ」の

名称で、ｎ、ｐ、ｑ、ｒ、ｔ、ｙ、Ⓐ及びⒷの各店舗でパチンコホールの経営を行っている（甲

１、甲２）。 

(2) 確定申告 

 原告は、平成１９年２月２８日、本件事業年度の法人税につき所得の金額を７８５万０６３

７円、納付すべき税額を１６４万８９００円として確定申告（以下「本件確定申告」という。）

をした（甲３）。 

(3) 更正処分 

 柏税務署長は、平成２０年６月３０日付けで、原告の本件事業年度の法人税につき所得の金

額を１億８１８８万２６３１円、納付すべき税額を６０２８万３６００円とする旨等の本件更

正処分等をした（乙１）。 

(4) 異議申立て及び異議決定 

 原告は、本件更正処分等を不服として、平成２０年８月８日付けで、柏税務署長に対し、異

議申立て（以下「本件異議申立て」という。）をした。 

 これに対して、柏税務署長は、同年１１月７日付けで、一部の費用の金額（１７４万５７１

９円）についてのみ原告の主張を認めて損金の額に算入し、所得の金額を１億８０１３万６９

１２円、納付すべき税額を５９６８万４５００円とする旨等の本件異議決定をした（甲５）。 

(5) 審査請求及び裁決 

 原告は、本件異議決定を不服として、平成２０年１２月６日付けで、国税不服審判所長に対

し、審査請求（以下「本件審査請求」という。）をした。 

 これに対して、国税不服審判所長は、平成２１年１１月１３日付けで、本件審査請求を棄却

する旨の裁決（以下「本件裁決」という。）をし、原告は、そのころ裁決書謄本の送付を受け

た（甲６、弁論の全趣旨）。 

(6) 訴えの提起 

 原告は、平成２１年１２月１８日、本件更正処分等の取消しを求めて、本件訴えを提起した

（当裁判所に顕著な事実）。 

３ 本件更正処分等の根拠及び適法性 
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 本件更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記５において述べるほか、別紙本

件更正処分等の根拠及び適法性に記載のとおりである。 

４ 争点 

 本件における争点は、本件パチンコ器等は施行令１３３条所定の「使用可能期間が１年未満で

ある」減価償却資産に該当するとして同条を適用しその取得価額の全額を本件事業年度の所得の

金額の計算上損金の額に算入することができるかである。 

 なお、原告は、本件パチスロ機については、スロットマシンもパチンコ器と同様の事実関係で

あり、同条が適用されるとしており、本件パチンコ器に関する主張を援用する趣旨と解される。 

(1) 施行令１３３条の「使用可能期間」の意義（争点(1)） 

(2) 本件通達の要件①該当性（争点(2)） 

(3) 本件通達の要件②該当性（争点(3)） 

５ 争点に対する当事者の主張 

(1) 争点(1)（施行令１３３条の「使用可能期間」の意義）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 施行令１３３条の「使用可能期間」とは、減価償却資産の通常の効用持続年数（通常考え

られる維持補修を加える場合においてその固定資産の本来の用途用法により現に通常予定

される効果をあげることができる年数）を基礎に、行政的便宜の観点から耐用年数省令によ

り資産の種類ごとに画一的に定められている法定耐用年数とは異なり、法人において、通常

の管理又は修理をするものとした場合に予測される使用を開始してから廃棄するまでの期

間、すなわち当該法人が現実に当該減価償却資産を使用できると予測される期間を指す。そ

して、この「使用可能期間」は、恣意的な税務処理を許さないために、本件通達に定めるよ

うに、当該法人の属する業種及び当該法人における当該減価償却資産の使用実績等から客観

的に判断されるというべきである。 

 また、被告が施行令１３３条の「使用可能期間」に関する解釈の根拠とする施行令５７条

の「使用可能期間」は、減価償却資産の取得後の経過年数と、同条各号の掲げる事由に該当

することとなった後の「見積年数」との合計年数と解されており、「見積年数」とは、通常

予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの

年数によるとされている（基本通達７－３－２０）。また、施行令６０条の２の「使用可能

期間」は、当該減価償却資産の更新又は廃棄の時期が具体的な資金計画、設備投資計画等に

おいて明らかにされており、かつ、その計画等が法人の業種、業態、規模等に照らして妥当

なものであると認められるときは、その計画等に基づきその使用可能期間を算定するとされ

ている（基本通達７－４－１１）。かかる二つの「使用可能期間」の算定方法からすれば、「使

用可能期間」は資産を取得し事業の用に供する法人自体が当該資産を更新又は廃棄するまで

の期間を指すことは明らかであり（特に、基本通達７－４－１１では、資産を取得し事業の

用に供する法人の計画が考慮されているところにも現れている。）、転売先における使用実績

等については、一切考慮されることはない。 

イ 被告は、施行令１３３条の「使用可能期間が１年未満であるもの」について、あたかも原

告が個別の法人が実際に使用した期間をもって「使用可能期間」と定義したかのように整理

した上で反論するが、原告は、「使用可能期間」とは「当該資産を事業の用に供している法

人において使用できる期間」をいうと主張しており、実際の「使用期間」をもって判断する
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とは主張していない。 

 ここでの争点は、「使用可能期間」を個別の法人で判断するのか（原告の主張）、転売後の

期間も含めて判断するのか（被告の主張）という点であるにもかかわらず、被告は、原告が

あたかも「使用可能期間」を「使用期間」と誤解して主張したかのように整理して反論して

おり、原告の主張を曲解するものである。 

（被告の主張の要旨） 

ア 施行令１３３条は、同条の「使用可能期間」について、「前条第１号に規定する使用可能

期間」、すなわち「当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をする

ものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間」（施行令１３２条１号）と規定して

いるのみであり、他に「使用可能期間」そのものの意義を具体的に規定する特段の規定はな

いため、その意義については、施行令１３３条の規定の趣旨等から解釈すべきこととなる。

そして、この点に関し、①施行令１３２条１号所定の「使用可能期間」は、法定耐用年数の

基礎とされる「効用持続年数」の考え方と基本的に一致するものであること、②施行令５７

条及び６０条の２などの規定において、当該減価償却資産に陳腐化など所定の特殊事情が生

じた場合、「法定耐用年数」に代えてその事情に該当する減価償却資産の「使用可能期間」

を基礎とした償却限度額の計算が特例的に認められていること、③施行令１３３条の規定は、

減価償却資産の取得費用（価額）を当該資産の法定耐用年数に応じた所定の償却率により計

算した償却費を限度として損金の額に算入する旨の法人税法３１条１項の例外として定め

られたものであることに照らすと、施行令１３３条所定の「使用可能期間」は、当該資産を

その事業の用に供して通常の維持補修を行いながら使用し、その使用により滅失し、又はそ

の効用が失われ廃棄されるまでの期間である「効用持続期間」をいうものと解すべきである。 

 そうすると、これに係る課税実務上の取扱いを定めた本件通達における「使用可能期間」

も、上記「効用持続期間」と同様、当該資産を事業の用に供した時から滅失又は廃棄される

までの期間を指すものであって、当該資産を事業の用に供した「特定の」法人のみの使用に

よる使用期間を指すものでないことは明らかである。 

イ 原告は、減価償却限度額の計算の特例規定である施行令５７条及び６０条の２に係る基本

通達７－３－２０及び同７－４－１１を引用した上で、「かかる二つの『使用可能期間』の

算定方法からすれば、『使用可能期間』は資産を取得し事業の用に供する法人自体が当該資

産を更新又は廃棄するまでの期間を指すことは明らかであり、転売先における使用実績等に

ついては、一切考慮されることはない。」と主張する。 

 しかしながら、基本通達７－３－２０は、施行令５７条１項の規定による耐用年数の短縮

の承認の基礎となる使用可能期間は、当該減価償却資産の取得後の経過年数と同項各号に掲

げる事由に該当することとなった後の見積年数の合計によるとした上で、この場合における

見積年数は、実際の使用状況の見込みにより算定するのではなく、通常の使用条件で、通常

の維持補修を加えることを前提とし、通常予定される効果をあげることができなくなり更新

又は廃棄されると見込まれる時期までの年数を算定すべきこととしているのであり、このこ

とは、陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例を定める施行令６０条の２第１項の「使

用可能期間」の計算につき上記の基本通達７－３－２０に準ずる旨を定める基本通達７－４

－１１についても同様である。 

 したがって、原告の上記主張は、特定の法人の実際の使用期間と「使用可能期間」とを混
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同したものであり、失当である。 

(2) 争点(2)（本件通達の要件①該当性）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 本件通達の要件①にいう「消耗性」には、物理的な消耗だけではなく、経済的に消耗する

場合も含まれる。 

イ パチンコホールにおいては、新機種を設置しても、客は次々と発売される新機種に流れ、

数か月前に発売・設置されたパチンコ器の需要は急激に低下する。パチンコホール向けにコ

ンピュータシステムの開発、製造及び販売等の事業を行っているＤ株式会社（以下「Ｄ」と

いう。）の寿命週（新機種が登場し、その機種の稼働時間がＤのシステムであるＥにより算

定されたパチンコ器等の平均稼働時間を下回るまでの週）の調査によれば、パチンコ器の寿

命週の平均は平成１９年は８．９週、平成２０年は９．８週とされており、パチンコ器は、

発売から約２か月で稼働時間が平均を下回り、使用価値が著しく低下することが明らかにな

っている。 

 そして、パチンコホールは、パチンコ器の稼働時間が平均を下回ると当該パチンコ器を

徐々に撤去し、新台を補充することになる。本件事業年度を含む平成１５年から平成１９年

までのパチンコ器の回転率（パチンコホール業界全体におけるパチンコ器の設置台数をもっ

て１年間に販売されたパチンコ器の台数を除することによって求められる数値のことをい

う。以下同じ。）は、１．０７ないし１．３６であって、１を超えている。本件事業年度に

おいては、全国に約２９０万台しかパチンコ器が設置されていないにもかかわらず、約３８

０万台が販売されているのであって（回転率は１．３）、パチンコ器が１年以内に入れ替え

られていることは明らかである。実際に、パチンコホール業界の最大手である株式会社Ｆ（以

下「Ｆ」という。）の平成１９年の回転率は２．０６、Ｆの競合店の回転率は１．６３であ

ること、新機種導入後１週間も持たないパチンコ機も珍しくない状況である旨指摘する平成

２０年７月１１日付けのｄ新聞の記事があることも考慮すると、パチンコ器は発売から数か

月後には流行の変遷や需要の減退等の事由を生じ、１年以内に撤去されて新台が補充されて

いることは明らかである。 

ウ このように、パチンコ器の使用価値の限界が数か月で到来することは明らかであるが、パ

チンコ機の処分価値も発売から数か月で著しく低下する。この点、パチンコホールの業界団

体であり、弁護士や公認会計士が多数関与している一般社団法人Ｇ（以下「Ｇ」という。）

は、平成１８年に発表した「Ｇによるパチンコホール統一会計基準」（以下「Ｇ会計基準」

という。）において、「中古機としての販売価格にプレミア的価値が付くことが極めて稀であ

り、パチンコホールに設置された遊技機の経済的処分価値は、転売価値のないスクラップ価

値に過ぎない」旨指摘しており、実際、旧式化したパチンコ器の多くは産業廃棄物として処

理されている。また、中古機として売買できる場合であっても、一部の例外を除き、パチン

コ器の中で最も流通しているミドルスペックタイプの中古価格は、新機種の発売から約１か

月で一気に下落する傾向にある。 

 さらに、前記の使用価値に関する事情も併せ考えると、パチンコ器は、発売から数か月で

使用価値が低下するだけでなく、処分価値までもが低下し、１年未満で資産としての価値を

失うのであり、経済的に消耗する資産というほかない。 

エ 前記のＧ会計基準は、遊技機は短命化の傾向にあり、その経済的使用期間（遊技機の店内
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設置・営業供用開始から撤去・営業供用終了までの期間）が１年以内である旨指摘して、遊

技機の取得価額全額を費用として処理する会計を認めており、実際に、Ｆは、パチンコ器及

びスロットマシンの購入時に売上原価で「機械入替費」として全額計上しているなど、パチ

ンコホール業界において、パチンコ器は経済的には消耗する資産と認識されていることは、

会計処理の面からも裏付けられている。 

オ また、被告は、「Ｈ」というパチンコ器の中では最も人気のあるパチンコ器を例に挙げ、

平成１６年に同機種が全国で約７０万台について検定期間延長の申請がなされたと指摘す

る。しかし、「Ｉ」シリーズは、「『Ｊ』とそれ以外」とまで言われるほど、パチンコ器の中

で相当特殊な機種であったのであり、かかる特殊な機種が３年以上使用されたことをもって、

パチンコ器一般が３年以上使用されているということはできない上、平成１８年には、同シ

リーズにおいても、年間１回転以上していたものである。 

 また、被告は、パチンコ器の中古機としての価値も１年未満でほぼ失われるとの原告の主

張はパチンコホール業の認識、又はパチンコ器全般に係る実態を考慮したものとは認められ

ないと主張するが、新機種発売直後から１か月で中古パチンコ器の取引価格は下落し、中古

パチンコ器はスクラップ価値しか有しないことからすると、パチンコ器の中古機としての価

値も１年未満でほぼ失われるとの原告の主張こそが、パチンコホール業界の認識又はパチン

コ器全般の取引実態を正確にとらえている。 

カ 被告の主張は、中古市場などが存在し、同業者間で転売、流通させることが可能な減価償

却資産は、一般的に使い捨てのものであると認識されていないため、一切消耗性資産に該当

しないというものである。しかし、関係法令等には、使用可能期間を中古市場の有無や、転

売、流通の有無で判断する旨の定めは存在しない。しかも、「使用可能期間」は、通常の管

理又は修理をすることを前提としており、一般的に「一度使えば捨てるように作られた物」

などを意味する「使い捨て」のものであるとの認識をされていることが前提であるというこ

とはできない。さらに、被告は「使用可能期間」は「効用持続期間」と解すべきであると主

張するのであるから、その主張に係る効用持続期間が１年未満であれば中古市場の有無とは

関係なく、「使用可能期間が１年未満である減価償却資産」に該当すると解するのが自然で

ある。そして、使用可能期間が１年未満である減価償却資産は償却計算の対象とする実益に

乏しいため、その取得価額に相当する金額を当該資産を取得した事業年度において損金の額

に算入できるとした施行令１３３条の趣旨は、中古市場の有無や転売、流通の有無とは無関

係であり、むしろ、同条の趣旨からすれば、中古市場が存在し、転売、流通が可能な資産で

あったとしても、使用可能期間が１年未満であり、複雑な償却計算の対象とする実益に乏し

い減価償却資産であれば、法人税法施行令１３３条の適用があると解すべきである。 

 仮に、被告が主張するとおり、消耗性について、その業界において使い捨てのものである

と認識されていることが前提であるとしても、パチンコ器の回転率は１を超えており、パチ

ンコ器は事業供用時から転売後に使用される期間までを含めてもその使用期間は１年未満

であり、使い捨てに相当するものと認識されているし、また、「消耗性」を判断するために

は転売後の使用状況をも含めて判定する必要があると考えたとしても、客観的にみてパチン

コ器は１年未満で使用されなくなるのであるから、同業団体等において「消耗性」のものと

認識されていることに変わりはない。 

（被告の主張の要旨） 
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ア 施行令１３３条の「使用可能期間が１年未満である」減価償却資産は、まずその業界にお

いて一般的に使い捨てのもの（当該減価償却資産の性質あるいは効能上、通常の管理又は修

理をしても、比較的短期間の使用で消耗等により使用できなくなるもの）であると認識され

ていることが前提である。これは、いわば消耗性資産として客観的に認められているという

要件である。したがって、中古市場などを介して同業者間で転売、流通させることが可能な

減価償却資産は、そもそも、消耗性資産、すなわちその業界において消耗性を有するものと

認識されているものとはいえず、「使用可能期間が１年未満である」減価償却資産に当たら

ないというべきであり、仮に、同資産の中に同業者間で転売、流通させることが可能な減価

償却資産が含まれるとしても、当該法人の平均的な使用状況や使用実績は、単に、同法人に

おける当該減価償却資産の使用実績期間を算定するにすぎず、その使用実績期間のみをもっ

てして当該減価償却資産の使用可能期間が１年未満であるか否かの判定ができないことは

明らかである。 

イ 本件通達は、使用可能期間が１年未満である減価償却資産の判定について、その前段にお

いて、「法人の属する業種において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況

等を勘案して一般的に消耗性のものと認識されている」ものとした上で、その後段において、

「その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が１年未満であるも

の」かどうかを判定するとしているのである。したがって、ある減価償却資産の「消耗性」

の認識は、業種ごとに業種単位により使用状況等から判定するのであり、法人単位に判定す

るものではなく、仮に、法人の属する業界において、当該減価償却資産が、中古市場などを

介して同業者間で転売されることが通例である場合、当該減価償却資産の消耗性の認識を判

定するに際しては、転売後の使用状況等をも勘案して判定する必要があるといえる。 

ウ パチンコ器については中古市場が確立されており、しかも、パチンコホールの経営上中古

パチンコ器の活用は重要な要素となっていることに加え、パチンコ器の使用期間は、その機

種等及びパチンコホールによって相当程度の差異が認められることからすると、パチンコホ

ール業界において、パチンコ器が一般に消耗性のものと認識されていないことは明らかであ

る。 

 パチンコ器の使用可能期間について、原告は、パチンコ器の中で相当特殊な機種であった

「Ｈ」を例に挙げ、これが３年以上使用されたことをもってパチンコ器一般が３年以上使用

されているとする旨の被告の主張は相当ではない旨主張する。しかしながら、そもそも、被

告は、「Ｈ」を例に挙げ、原告が指摘するような「パチンコ器一般が３年以上使用されてい

る」などとの主張は一切していないのであるから、原告の主張は被告の主張をすり替えたも

ので不当であるし、「Ｈ」も、「パチンコ器」としてパチンコホールに設置されるものであり、

他のパチンコ器と材質や技術等に大きく異なる点は何ら認められないから、これを他のパチ

ンコ器と区別して、特殊な機種と位置づける合理的な理由はない。そして、そのように長期

間にわたって使用される機種も存在するのがパチンコホール業の実態であるから、かかる実

態を無視し、パチンコ器の使用可能期間は１年未満であり、一般的に消耗性のものであると

認識されているとする原告の主張こそ、失当である。 

 そして、原告の主張する「回転率」が１．０を超えているということは、数学的に平均す

ればパチンコ器が１年未満で交換されていることを意味するものにすぎないのであるから、

これをもって、パチンコホール業において、パチンコ器が「消耗性」の減価償却資産である
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と認識されているとする根拠とはなり得ない。平成６年度ないし平成２０年度における回転

率をみると、平成１５年ないし平成１９年以前はそのほとんどの年度において１．０を下回

り、また、平成１９年度及び平成２０年度においても１．０をわずかに上回る程度にすぎな

いことに照らせば、パチンコホール業界において、パチンコ器の回転率が１．０を超えるこ

とが一般的であるとはいえないというべきである。 

 また、原告は、パチンコ器の中古機としての価値も１年未満でほぼ失われる旨の主張をす

るが、その根拠とするＧ会計基準は一部の機種のみを対象にするもので全機種を対象とした

ものとは認め難いこと、中古のパチンコ器が販売から１か月で価格が低下するというのは、

中古のパチンコ器が取引の対象となり、市場価値を有することを前提にしたものであること

からすると、原告の主張は失当である。そして、平成１８年において、少なくとも６４万台

の中古パチンコ器の取引が行われていると推認されることからすると、原告の主張は、パチ

ンコホール業の認識又はパチンコ器全般に係る実態を考慮したものとは認められず、パチン

コホール業界においてパチンコ器が消耗性のものと一般的に認識されている根拠にはなら

ない。 

 さらに、原告は、パチンコホール業界においては、パチンコ器の経済的使用期間は１年以

内であるとされ、取得価額の全額を取得した事業年度の費用として会計処理を行っている旨

の主張をするが、その根拠とするＧ会計基準は、そもそもパチンコホール業界の会計処理や

表示が会社間で不統一である現状を前提に定められたものであること、同会計基準は本件事

業年度の後である平成１９年４月１日以降開始事業年度より発効するものとされたもので

あること、中古資産を取得した場合は、検定期間満了時までの残存使用可能期間が考慮され、

当該資産としての効用持続期間が考慮されていないなど、必ずしも効用持続期間の観点から

当該機器の取得価額全額の費用処理を原則としたものとは認められないことからして、同会

計基準の内容又はその存在をもって、パチンコホール業においてパチンコ器が一般に消耗性

のものと認識されているということはできない。 

(3) 争点(3)（本件通達の要件②該当性）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 原告がパチンコ器を設置するｎ、ｐ、ｒ、ｔ、ｙ、Ⓐ及びⒷの各店舗において、平成１５

年から平成１７年までに導入した各店舗のパチンコ器の総台数は６９７９台であり、当該パ

チンコ器の延べ使用日数（パチンコ器１台ずつの使用日数の合計）は１７０万０７８１日で

あるから、パチンコ器１台当たりの平均使用日数は約２４４日となる。 

 また、平成１５年から平成１７年までに原告が導入した各店舗のパチンコ器６９７９台の

うち、約８１％を占める５，６５７台は１年未満しか使用されていない。このことからも、

原告は、平均的に１年未満しかパチンコ器を使用せず、新機種を補充していることは明らか

である。 

 したがって、原告の平均的な使用状況、補充状況等からみて、パチンコ器の使用可能期間

は１年未満である。 

イ 被告は、「原告が中古パチンコ器を購入する以前の当該パチンコ器の使用期間が明らかに

されていない」ことや「原告が売却したパチンコ器の売却後の使用も明らかにされていない」

ことを一つの理由として、原告が本件訴えにおいて作成した「新算定表（甲３０の１）に基

づくパチンコ器の使用期間の平均値によっても、使用可能期間が１年未満か否かを判定する
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ことはできない」と主張するが、これは、本件通達の文言に反することに加え、原告の管理

下にない段階についても資産の使用状況を遡及して確認し、また、中古品として売却した資

産が転々流通し廃棄されるまで継続して追跡して使用期間が１年未満であることが明らか

とならなければ施行令１３３条は適用されないという解釈であり、納税者に不可能を強いる

もので、相当ではない。 

（被告の主張の要旨） 

ア パチンコ器のように、同種の減価償却資産であっても、実際の使用期間に大きな幅が認め

られる資産の使用期間の算出は、単に平均使用日数によるのではなく、使用状況、補充状況

等を総合的に考慮し、使用可能期間が１年未満であるか否かを判断すべきである。 

 原告は、本件事業年度前３年間に導入した全パチンコ器の使用期間の延べ日数を上記パチ

ンコ器等の台数で除すことにより、本件事業年度前３年間に導入したパチンコ器１台当たり

の平均使用期間を算出し、これをもって使用可能期間が１年未満であるとしている。しかし

ながら、一定期間内において、長期間使用されるパチンコ器の台数よりも、短期間で交換さ

れるパチンコ器の台数が多くなるのは当然であり、原告の算定方法によれば、パチンコ器の

平均使用期間が短くなるのは当然であり、このような算定の結果は、必ずしも、使用期間の

実態を反映したものとはいえない。 

イ また、原告が主張の根拠とする新算定表（甲３０の１）においても、原告が中古パチンコ

器を購入する以前の当該中古パチンコ器の使用期間が明らかにされていないのみならず、最

終的に撤去されたパチンコ器が廃棄されたのか売却されたのかが不明である上、原告が売却

したパチンコ器の売却後の使用期間も明らかにされていないのであるから、新算定表に基づ

くパチンコ器の使用期間の平均値によっても、使用可能期間が１年未満か否かを判定するこ

とはできない。 

 さらに、新算定表の記載内容によったとしても、本件事業年度前３年間に導入された全パ

チンコ器の延べ使用日数に占める使用期間１年以上のパチンコ器の延べ使用日数の割合は、

５３．８パーセントであり、やはり本件パチンコ器の使用可能期間が１年未満であるとする

根拠とはならない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（施行令１３３条の「使用可能期間」の意義）について 

(1)ア 法人税法３１条１項は、減価償却資産の償却費に相当する金額の各事業年度の所得の金

額の計算における損金の額への算入について定めるが、その趣旨は、減価償却資産は、法人

において長期間にわたって収益を生み出す源泉であるから、その取得に要した金額は、将来

の収益に対する費用の一括前払の性質を有しているといえ、費用収益対応の原則に照らし、

それについては、使用又は時間の経過に応じて徐々に費用化するものとした上で、課税の公

平等を図る観点から、耐用年数その他の償却の方法の基準については、これを政令で定める

こととしたものであると解される。そして、同項に基づき減価償却資産の償却費等として損

金の額に算入される金額の計算の方法等については、施行令４８条以下に定められ、当該計

算に係る耐用年数や償却率等については、施行令５６条により耐用年数省令の定めるところ

に委任されている。 

 ところで、法人税法６５条は、各事業年度の所得の金額の計算の細目にわたる事項につい

て、これを政令の定めるところに委ねるものとしているところ、施行令１３３条は、このよ
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うな細目に係る事項の一つとして定められたものであり、減価償却資産のうち取得に要した

金額が少額であるものや短期間で収益し尽くすものについて、企業会計において重要性の乏

しい資産につき資産として取り扱わずにこれに係る金額を費用化することを認めるいわゆ

る重要性の原則の考え方を踏まえ、減価償却についての原則どおりの手続によって納税者が

その費用に係る処理をしなければならないとする場合の煩雑さも考慮して、同条所定の使用

可能期間が１年未満であるもの又は取得価額が１０万円未満であるものについては、その取

得価額に相当する金額をもってそれを事業の用に供した事業年度の所得の金額の計算に当

たり損金の額に算入することを認めることとしたものと解される。 

 イ 既に述べたように、租税法における減価償却は、課税標準である所得の金額を決するた

め、減価償却資産に投下された金額を適正に費用として期間配分する手続であるところ、こ

の際に基準とされるいわゆる法定耐用年数については、通常考えられる維持補修を加えるこ

ととして、その減価償却資産が本来の用途・用法により予定される効果をいつまであげられ

るかということを想定して決定されるものであり、その際には、単なる物理的減価だけに着

目するのでなく、経済的にどれだけの効果があるかということが考慮されるのであって、い

わゆる効用持続年数の考え方によるものであると解すべきことについては、本件において当

事者間に争いがない。その上で、原告は、耐用年数省令において、パチンコ器についてその

耐用年数が２年と、スロットマシンを含むと解されているスポーツ具（乙２）についてその

耐用年数が３年と定められていることについて、これらの定めが無効であり本件において適

用されないことを理由として本件更正処分等の違法をいうものではなく、専ら、原告が有し

ていた本件パチンコ器等について以上の原則に対する例外につき定める施行令１３３条の

規定の適用が肯定されるべきであるとするものである。 

 そして、施行令１３３条の「使用可能期間」についても、物理的な減価だけに着目するの

でなく、経済的にどれだけの効果があるかということが考慮された効用持続期間を定める趣

旨のものと解する限りにおいては、やはり当事者間に争いがないところである。 

(2) もっとも、原告は、施行令１３３条の「使用可能期間」について、問題とされる減価償却

資産を有する個別の法人を基準に判断すべきものと主張するところ、減価償却資産に係る耐用

年数については、法人税法及び施行令の規定による委任に基づき、耐用年数省令において、当

該減価償却資産の種類、構造及び用途に応じ各資産ごとに定めるものとされていて、定められ

た耐用年数の間におけるそれを使用する主体の変動等は格別考慮に入れられていない。そして、

施行令１３３条は、同条の「使用可能期間」について、施行令１３２条１号の「使用可能期間」、

すなわち「当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした

場合に予測される当該資産の使用可能期間」をいうものと定めており、その文理に照らし、ま

た、それが耐用年数省令等の定めによる原則に対する例外を定めるもので、既に述べたとおり

その基本の考え方は共通のものであることを考慮すると、それにつき上記と異なって解すべき

根拠等は見当たらない。このことは、原告の指摘する施行令５７条及び６０条の２に係る基本

通達７－３－２０及び７－４－１１（乙１３）を考慮しても、それらの定めに係る上記各施行

令の規定と施行令１３３条の規定の対象とする事項等の相違を考慮すれば、直ちに左右される

ものではない。 

 上記の原告の主張は、採用することができない。 

２ 争点(2)（本件通達の要件①該当性）について 



11 

(1)ア 施行令１３３条の規定の適用について定める本件通達は、その文言によれば、同条の「使

用可能期間が１年未満である」減価償却資産に該当するかの判断に係る要件①について、

「法人の属する業種において」「一般的に消耗性のものとして認識されている」か否かを判

断すべき旨定めている。そして、本件通達が要件②については「その法人の平均的な使用状

況、補充状況等から見て」と定めていることに照らすと、要件①については、当該法人が属

する業種を基準に判断するべきものと解するのが相当である。 

 イ そして、争点(1)において既に検討したとおり、施行令１３３条の「使用可能期間」とは

効用持続期間をいうと解するのが相当であるから、本件通達所定の「消耗性」の判断をする

に当たっても、これを前提に判断する必要がある。 

 なお、本件において、原告は、パチンコ器一般につき物理的に１年未満で使用することが

できなくなる旨の主張をするものではなく、専ら経済的にみて効用持続期間が１年未満と評

価すべきものと主張する趣旨と解され、以下においてもこのような理解に立って検討するこ

ととする。 

(2) 前記第２・２記載の前提事実、括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実

を認めることができる。 

ア 本件更正処分等及びこれに対する不服申立手続 

(ア) 原告は、本件事業年度において、別表１記載の本件パチンコ器等をいずれも１台１０

万円以上で取得し、それらを原告が経営する各店舗に設置して、事業の用に供した（甲１、

甲２、甲３６、弁論の全趣旨）。 

(イ) 原告は、平成１９年２月２８日、本件事業年度の法人税につき所得の金額を７８５万

０６３７円、納付すべき税額を１６４万８９００円として本件確定申告をした。 

 本件確定申告は、本件パチンコ器等の取得価額に相当する金額を販売費及び一般管理費

の中の「遊技機械代」として経理した本件事業年度の決算に基づくものであった（甲３、

弁論の全趣旨）。 

(ウ) 柏税務署長は、平成２０年６月３０日付けで、本件事業年度の法人税につき所得の金

額を１億８１８８万２６３１円、納付すべき税額を６０２８万３６００円とする旨等の本

件更正処分等をした。本件更正処分等の理由は、本件パチンコ器等は、使用可能期間が１

年未満であるものにも取得価額が１０万円未満であるものにも該当せず、施行令１３３条

の規定の適用はないため、固定資産として計上し減価償却すると、原告が遊技機械代とし

て損金経理した金額につき１億７４０３万１９４４円の減価償却超過額が生じるため、こ

れを本件事業年度の所得の金額に加算する取扱いをする等というものであった（甲４）。 

(エ) 原告が本件更正処分等について平成２０年８月８日付けでした本件異議申立てに対

し、柏税務署長は、同年１１月７日付けで、一部の費用の金額（１７４万５７１９円）に

ついてのみ原告の主張を認めて損金の額に算入し、所得の金額を１億８０１３万６９１２

円、納付すべき税額を５９６８万４５００円とする本件異議決定をした。本件異議決定に

おいても、本件パチンコ器等について、使用可能期間が１年未満であるものには該当せず、

施行令１３３条の規定の適用はないものとされていた。 

(オ) 原告が本件異議決定について平成２０年１２月６日付けでした本件審査請求に対し、

国税不服審判所長は、平成２１年１１月１３日付けで、本件審査請求を棄却する旨の本件

裁決をした。本件裁決においても、本件パチンコ器等について、使用可能期間が１年未満
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であるものには該当せず、施行令１３３条の規定の適用はないものとされていた。 

イ 平成１５年から平成１９年までのパチンコ器の設置台数等（甲１３、甲１４、乙５） 

 我が国における平成１５年のパチンコ器の設置台数（警察庁の調査によるもの。以下イに

おいて同じ。）は３２２万７２３９台、販売台数（株式会社ｊの調査によるもの。以下イに

おいて同じ。）は３６８万６６７７台であり、販売台数を設置台数で除した回転率は１．１

４である。 

 平成１６年については、パチンコ器の設置台数は３０７万７５３７台、販売台数は４０１

万３１５３台であり、回転率は１．３０である。 

 平成１７年については、パチンコ器の設置台数は２９６万０９３９台、販売台数は４０４

万７９９９台であり、回転率は１．３７である。 

 平成１８年については、パチンコ器の設置台数は２９３万２９５２台、販売台数は３８３

万７９６０台であり、回転率は１．３１である。 

 平成１９年については、パチンコ機の設置台数は２９５万４３８６台、販売台数は３１７

万３７２５台であり、回転率は１．０７である。 

ウ 中古パチンコ器の取引状況等 

(ア) 発給された中古機確認証紙の枚数 

 Ｋ連合会（以下「Ｋ連合会」という。）の調査によれば、平成１５年から平成１９年ま

での各年度に発給された中古機確認証紙枚数は、平成１５年度は１３３万２０４１枚、平

成１６年度は１３５万０１９２枚、平成１７年度は１２８万０６８６枚、平成１８年度は

１４６万３４１２枚、平成１９年度は１８６万３８４８枚である（乙５）。 

 平成１８年度の枚数については、販売された中古パチンコ器６４万２０４１台分のほか、

同一事業主体の店舗間で移動された中古パチンコ器として８０万０８４７台分、中古パチ

ンコ器の取扱いがキャンセルされたものとして２万０５２４台分を加えたものである（甲

２６）。 

(イ) Ｌ協議会について 

ａ Ｌ協議会は、ｂに述べるＭ要綱（以下「本件要綱」という。）の運用に関し、必要な

事項を協議するために設置されたものであり、社団法人Ｎ協会、Ｏ連合会、Ｐ組合、Ｋ

連合会、Ｑ組合及びＲ組合により構成されるものである（乙１８）。 

ｂ 本件要綱は、平成１２年３月１３日に制定され、同年６月１日から施行されたもので

あり、中古遊技機の流通の安全及び取扱いの円滑化を図り、もって中古遊技機の流通の

健全化に寄与すること等をその目的としている（乙１８）。 

ｃ Ｌ協議会の構成団体であるＫ連合会は、その活動として、中古機の適正流通（機歴情

報の管理等）、流通セキュリティーの確保及びリサイクルの推進を行っている（乙１９）。 

(ウ) 平成１８年１月に発行された「Ｓ」（株式会社Ｔ）には、中古機の活用は近年活発化

された機種導入の手法であり、機械代の高騰に伴い重要性を増しているが、単純に機械代

の節約イコール中古機の活用とするのではなく、企業全体の戦略として行う必要が出てき

ている旨記載されている（乙２１）。 

 また、平成１９年８月に作成された「Ｕ」（株式会社Ｖ）には、一般的なパチンコ台の

中古価格は、約１か月で一気に下落する傾向にある旨記載され、３機種の中古価格につい

て、当初は１９万円強であったものが、１か月後には７万円ないし９万円程度に、３か月
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後には６万円ないし４万円程度になったとする表が掲載されている（甲２１）。 

 さらに、平成２２年３月に発行された「Ｗ」（Ｘ株式会社）には、遊技機代の圧縮方法

として流通量が増え続けてきた中古遊技機は、ここ二、三年は１７０万台から１８０万台

規模の安定市場になっており、その取引価格は、値が下がるものも新台価格並みの高値で

取引されるものもあり、各種情報を基に発達した相場観でのやりとりがなされており、中

古遊技機の取扱いはパチンコホールの大小を問わず運営の大きな要素になってきている

旨や、メーカー側には、中古機市場の拡大は新台市場の圧迫要因であるという印象を与え

ており、パチンコホールが新台として購入した遊技機を一定期間使用後にメーカーが回収

し、部材を再利用したリユース機を低価格で再納品する等とのプランを打ち出すなどの対

応をとる企業もある旨が記載されている（乙２０）。 

(エ) なお、弁護士法２３条の２の規定に基づく照会に対する警察庁の回答によれば、風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）２０条２項に

定める公安委員会の認定に係る遊技機の台数（ただし、各年毎の集計）は、平成１５年が

１９７６台、平成１６年が６９万６８０３台、平成１７年が２万５１７４台、平成１８年

が０台、平成１９年が５８０４台であった（甲２７の１ないし３）。 

エ 会計基準ないし会計処理について 

(ア) Ｇ会計基準について（甲１８ないし甲２０、乙８） 

ａ Ｇは、パチンコホール経営企業が、業務の適正化・健全化を図ることによって、広く

社会から信頼を得ることを目的として、社員相互間に協力する会であり、弁護士、公認

会計士、大学教授等の遊技業界関係者以外の有識者、専門家によるパチンコホールの経

営に係る監視等の事業を行うものとされ、株式会社Ｙ（以下「Ｙ」という。）やＦなど

７社を社員とする。 

ｂ Ｇは、平成１８年にＧ会計基準（平成１９年４月１日以降開始事業年度より発効）を

策定している。 

 このＧ会計基準では、遊技機の取得時の会計処理については、営業供用時に取得価額

をもって費用処理するが、遊技機を資産計上する合理的な理由等が認められる場合には、

資産計上することを容認する旨定められている。 

ｃ Ｇ会計基準には、「Ｇによるパチンコホール統一会計基準（案）の設定について」と

題する部分があり、その冒頭には、パチンコホール企業が社会に信頼と安心を提供する

ための重要な要素として経営の透明性を確保するため、適切な会計情報の作成・開示が

不可欠であるが、会計処理及び表示において、Ｇ社員会社間においても現状は不統一で

あることから、Ｇは、パチンコホール企業の会計処理及び表示の基準を設定した旨記載

されている。 

 また、上記の部分中の「Ⅳ 会計基準の要点と考え方」の「四 遊技機の取得支出」

には、①パチンコ遊技機の販売価格は、税法規定により取得時損金経理が認められる少

額減価償却資産の取得価額の基準が引き上げられる都度、遊技機の販売価格がこの取得

価額基準の範囲内で上昇している傾向にあったこと、②平成１０年度税制改正により少

額減価償却資産の取得価額基準の引下げと一括償却資産の導入により、遊技機メーカー

側は販売価格を少額減価償却資産の取得価額基準に合わせることをせず、液晶の大型化

や画像ソフトウェアの高度化などにより販売価格を引き上げることになったこと、③こ
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れにより、税法規定に従った会計処理をすれば、遊技機は、取得価額により、耐用年数

（パチンコ器は２年、スロットマシンは３年）により償却されるもの（２０万円以上の

もの）、３年均等償却される一括償却資産（１０万円以上２０万円未満のもの）、即時費

用化される少額減価償却資産（１０万円未満のもの）に分類されることとなり、会計実

務が多様化されたことが記載されている。そして、このような多様化を前提として、①

遊技機に関する会計処理の現状追認ではなく、あるべき原則的会計処理を定め、容認可

能な会計処理とこれを採用した場合の財務諸表の比較可能性を保持する手段を規定す

ることとしたこと、②遊技機の経済的使用期間（遊技機の店内設置・営業供用開始から

撤去・営業供用終了までの期間）が１年内であり、この事実から経済的使用可能予測期

間もその期間とするのが論理的帰結であって、その期間内に費用化されることが保守主

義の観点から判断すると妥当であること、③検定切れ等撤去が予定される遊技機が存在

すると経済的使用可能期間の算定も会計処理も煩雑になること、④経済社会において資

産性の判断基準としての清算価値の観点からは、中古機としての販売価格にプレミア的

価値が付くことが極めてまれであり、パチンコホールに設置された遊技器の経済的処分

価値は転売価値のないスクラップ価値にすぎず、このため金融機関に代表される経済社

会の視点からは、遊技機の資産としての財産的価値を認識しない風潮にあること等を考

慮して、パチンコホール企業の継続性を保持した上で、潜在的投資家を含む一般投資家

保護に資するため、遊技機の会計処理として、営業供用時に取得価額全額を費用処理す

ることを原則的処理とした旨記載されている。 

(イ) Ｆは、平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度及び同年４

月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の決算において、費用の計上の基準

として、パチンコ器及びスロットマシンについては、入替サイクル実態が短期間であるた

め、購入時に売上原価で「機械入替費」として全額費用計上している（甲２２、乙９）。 

 また、Ｙを連結子会社とする株式会社Ｚ（以下「Ｚ」という。）は、平成１９年４月１

日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度においては、遊技台について、定率法に

よる減価償却をしていたところ、同年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計

年度においては、取得時に費用処理する方法を採用している（乙１１） 

オ パチンコ器の使用期間ないし使用価値に関する文献等について 

(ア) 平成１７年２月に発行された「Ⓒ」（Ｘ株式会社）には、遊技機の規格等に係る風営

法上の規制が変更されたことを受けて、平成１４年に発売された「Ｈ」シリーズは、旧規

制下における３年間の検定有効期間を超えても設置を可能にするため、全国で約７０万台

について新規制における認定申請がされた旨や、みなし機（新規制施行時に既に旧規制下

における検定・認定の有効期間が切れていた遊技機）の多くは当然３年以上使われてきた

実績があり、人気遊技機の台数の多寡を争う過当競争が展開される中にあって、中小規模

のホールでは大型店や新規店との差別化ツールの役割も果たし、また、入替コスト節約の

アイテムでもある旨が記載されている（乙５、乙６）。 

(イ) 平成１９年６月に発行された雑誌「ｍ」７月号には、遊技機の射幸性の抑制に係る規

制の強化とそれによるパチンコホール業界の売上げの低下の中で、同業界で一時期言われ

ていた「価格そのものよりも遊技機寿命の問題」といった論理は最近は薄れつつあるが、

現実には更に遊技機の短命化が進んでおり、設置台数が減少しているのに、新台出荷量は
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過去最高を記録し、中古市場でも活発に動いている旨や、パチンコ機が「Ｊとそれ以外」

といった大雑把なカテゴライズをされていたときは、まだＩや人気パチスロ機の寿命の長

さが救いになっていたが、Ｉは新シリーズ機の登場スパンが短くなるなどし、遊技機寿命

の短命化の兆しが出ている旨、新台出荷量が４３０万台を記録した平成１６年は、特に大

量設置してあるＩの新機種が年間で１回転以上したことが新台供給量増加の下支えをし

たが、平成１８年度はその時の数値を上回った旨が記載されている（甲２６）。 

(ウ) Ｄは、平成元年１０月から、パチンコホールの店舗経営を支援するシステムであるＥ

を開始した。このシステムは、会員の有するＤ製コンピュータからＤサーバへ送信された

営業データの集計・分析を行い、それらのデータをインターネットで閲覧してもらうこと

で会員にフィードバックするという会員制情報サービスである。 

 そして、Ｄが行った新機種についての寿命週の調査によれば、平成１９年の平均は８．

９週、平成２０年の平均は９．８週であった。なお、平成２１年３月末の時点において、

上記のシステムによって把握されている遊技機台数は約８６万台とされており、また、上

記のシステムによって把握されている新規発表の機種数は、平成１９年度が３０４機種、

平成２０年が２２３機種であった。 

（以上につき甲１１、甲１２） 

(エ) 平成２０年６月に発行された雑誌「Ⓓ」７月号には、スロットマシンからパチンコ器

に設置の変更を進めた平成１９年度におけるＦの機械台の回転率は、２．０６であって、

前年度より０．１４増えており、競合店より０．４３多い旨記載されている（甲１６）。 

(オ) 平成２０年７月１１日付けのｄ新聞の記事には、「パチンコ新台、導入ラッシュ」、

「自粛期間明け一気に加速」、「ｅ、ｆ、ｇなど注目」との各見出しの下に、「旧型機の多

くは産業廃棄物となるのが現状のパチンコ業界」「新台の導入ペースが一層加速するパチ

ンコ業界において、導入後１週間ももたない“短命台”なども珍しくない状況」と記載さ

れている（甲１７）。 

カ パチンコ器以外の物品について 

(ア) 国税庁のホームページに記載されたタックスアンサー中には、少額の減価償却資産に

なるかどうかの判定の例示が挙げられており、使用可能期間が１年未満のものの説明とし

て、この場合の「使用可能期間が１年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、

その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的

な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が１年未満であるものをいい、例

えば、テレビ放映用コマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法

定耐用年数２年で減価償却するが、テレビ放映期間は１年未満であることが一般的である

から、テレビ放映の期間が１年未満のものは、「使用可能期間が１年未満のもの」に該当

する旨記載されている（甲８）。 

(イ) 平成元年９月に発行された「ｈ」（ｉ編集）には、非常に摩耗の激しく新品に取り替

えてから１年もたない工具について、原則として減価償却の対象になるが、その使用可能

期間が１年未満の工具については、その工具を事業の用に供した事業年度において、その

取得価額相当額を一時の損金として経理できる旨記載されている（甲３３）。 

(ウ) インターネット上には、売買の対象として中古の機械や蛍光灯管を取り扱っていると

みられる記載のあるホームページが存在する（甲３４の１及び２、甲３５の１及び２）。 
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(3) 以上の事実を基に検討する。 

ア 前記(2)に認定したように、パチンコホールの業種においては、本件事業年度の前後にお

いて、おおむね２９５万台程度のパチンコ器が設置されて事業の用に供されていたものであ

るが、年間に多数発売される新機種を含めてパチンコ器によりその売上げに相当の差があり、

また、一般に時間の経過に伴いそのいわゆる集客力が低減する傾向にあること等の事情を受

けて、主として集客上の考慮から、特定の店舗に設置するパチンコ器について新機種の導入

を優先に比較的短期間でその内容を変更する対応を採ることが広く見られているところ、こ

の際には、当該事業主体の他の店舗にパチンコ器を移動させて設置することや、いわゆる人

気機種を中心に中古市場において取引がされることも定着しており、例えば、本件事業年度

に相当する平成１８年度においては、前者が約８０万台、後者が約６４万台であり、そのよ

うな中古市場の流通の安全等の確保に当たる業界団体も存在しているほか、中古市場におけ

る取引の価格も事情に応じいわゆる新台並みとなることもあるとされるところである。また、

人気機種の中には最初に事業の用に供されてから３年以上にわたり使用されているものも

少なからずあり、例えば、平成１６年ないし１７年においては、設置台数が３００万台前後

であったのに対し、約７０万台が風営法所定の手続を経て３年以上にわたり使用されていた

ことがうかがわれ、このような事情が本件事業年度において急激に変更したことをうかがわ

せる証拠は見当たらない。そして、特定のパチンコ器を特定の店舗に設置してからいかほど

の期間事業の用に供するか等は、個々の事業主体のその事業規模等に応じてのいわゆる経営

判断によって左右される事柄であって、中小規模の事業主体にあっては中古のパチンコ器を

活用するものも相当数存在するとされていること等も考慮すると、本件において、パチンコ

ホールの業種を通じてのパチンコ器一般に係る資産としての共通の性質についての認識と

して、その取得の時においてそれにつき通常の管理又は修理をするものとした場合に事業の

用に供されてから１年未満の期間内に経済的にみて使用することができなくなりその使用

を廃することとなるものと予測されていたとの事実までを認めるには足りないというべき

である。 

 なお、原告は、上記に挙げた人気機種である「Ｉ」シリーズについては特殊なものであっ

たと主張するが、中古市場における取引等がされる機種が当該シリーズに係るものに限定さ

れているとまで認めるに足りる証拠はなく、また、それが他のパチンコ器と比較して材質そ

の他の点で著しく異なりその使用状況等も著しく異なるとまで認めるに足りる証拠もない

ことに照らすと、上記の原告の主張は、上記の認定判断を直ちに左右するものとはいえない。 

イ パチンコ器の寿命週や回転率等に関する原告の主張について 

 原告がその主張において指摘するＤが行った寿命週の調査については、平成２１年３月末

において約８６万台とされるＥで把握されている遊技機に係るデータを基礎としたもので

あって、これを直ちにパチンコ器についての一般的なものとして取り扱うことができるのか

どうかにはなお検討すべき余地が残る上、この調査はＥ上の新機種についての「平均」稼働

時間に係るものであって、中古のパチンコ器について触れるものではない。さらに、「平均」

という性質上、「平均」寿命週より長い寿命週を有するパチンコ器が存することは明らかで

あり、また、「平均」稼働時間を下回る状態で稼働しているパチンコ器が相当数あることを

前提とするものであることも明らかであるから、これをもって、直ちに、前記の認定判断を

左右するものということはできない。 
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 また、パチンコ器の回転率が１を超えているとの原告の指摘については、回転率が１を超

えているということは、上記と同様に平均に係る数値である上、設置の変更の対象となった

パチンコ器がその後おしなべて使用されなくなったということまでを当然に意味するもの

と認めるべき証拠等は見当たらない。むしろ、前記(2)で認定したとおり、売買されたり同

一事業主体の店舗間で移動されたりする中古のパチンコ器の量の多さや、パチンコホールの

経営上中古のパチンコ器の活用の重要性が指摘されていることからすると、回転率が１を超

えていることをもって、直ちに、パチンコホールの業種を通じ、パチンコ器一般の使用可能

期間が１年未満であると認識されていると認めることはできないというべきである。 

 なお、Ｆの平成１９年の回転率については、同社が同年において事業の方針を転換したと

の事情にもよることがうかがわれ、その競合店の回転率については、同年の全国的な回転率

の水準に照らし、限定された対象についてのものであると推認されることから、既に述べた

認定判断を直ちに左右するものということはできない。 

 また、原告がその主張において指摘するｄ新聞の記事については、その見出しから明らか

なように、投資の対象としてパチンコメーカーに注目すべきである旨の内容であって、パチ

ンコホール業界について直接述べるものではない上、その述べるところの客観的根拠等が明

らかにされておらず、筆者の主観的判断が相当程度含まれているものと推認され、やはり、

既に述べた認定判断を直ちに左右するものということはできない。 

ウ パチンコホールを経営する法人の会計処理等に関する原告の主張について 

(ア) パチンコホールの会計処理については、本件事業年度に相当する平成１８年にＧ会計

基準が策定され、これは平成１９年４月１日以降に開始する事業年度において発効するも

のとされている。そして、Ｇ会計基準においては、遊技機の取得時の会計処理については、

営業供用時に取得価額をもって費用処理することを原則とするものとされている。 

 しかしながら、Ｇ会計基準は、平成１８年の時点において、Ｇの社員である会社間にお

いても、会計処理及び表示において不統一である状態にあることを前提に、税制の改正に

よる少額減価償却資産の取得価額限度額の引下げ、その一方での遊技機の販売価格の上昇

等の事情を踏まえ、パチンコホールを経営する法人の会計処理及び表示の基準を設定する

こととし、これらの法人の継続性の保持の観点も交えて、あるべき原則的会計処理を定め

たものというのである。 

 そして、前記ア及びイに述べたところも併せて考慮すると、Ｇ会計基準の存在をもって、

これが策定された平成１８年の時点において、直ちに、パチンコホールを経営する法人が

一般的にこの会計基準又はその基礎として述べられたところのとおりの認識を有してい

たとまで認めることは困難というべきである。 

(イ) また、原告は、Ｆが遊技機を取得した事業年度にその取得価額を全額費用として処理

する会計処理をしていることを指摘し、既に述べたようにこのような会計処理はＺにおい

ても見られるところである。 

 しかしながら、本件で証拠として提出された両社の決算関係の書類（甲２２、乙９、乙

１１）は、いずれもＧ会計基準が発効した後の事業年度に係るものであるうえ、両社とも

Ｇの社員であることからすると、前記証拠により認定することができるのは、Ｇの社員で

ある両社が、Ｇ会計基準が発効した平成１９年４月１日以降の事業年度（Ｚについては平

成２０年４月１日以降のもの）において、Ｇ会計基準に従った会計上の処理をしたという
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事実にとどまり、これを超えて、Ｇ会計基準が発効する前である本件事業年度において、

パチンコホールを経営する法人においては、一般的に、遊技機の取得時の会計処理の在り

方等について、Ｇ会計基準に述べられているように認識されていたとまでは直ちに認める

ことはできない。このことは、Ｚの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの

連結会計年度においては、遊技台について、定率法による減価償却の会計上の処理がされ

ていたことからも裏付けられるというべきである。 

エ 以上に述べたところのほか、テレビ放映用コマーシャルフィルム等の他の資産に係る取扱

いについては、パチンコ器とは基礎とする事情が相違し、直ちに同列に論ずることはできな

いものというべきであり、他に、以上に述べたところとは異なり、原告の主張するところに

沿って認定判断をするに足りる証拠ないし事情は見当たらない。 

 よって、パチンコ器については、本件通達の要件①を満たすものとは認め難いというべき

である。 

３ 本件パチスロ機について 

 原告は、本件パチスロ機についても、本件パチンコ器と同様に施行令１３３条が適用される旨

主張する。 

 しかしながら、既に述べたように、本件パチスロ機がそれに当たるスロットマシンは、耐用年

数省令が定める「細目」上「スポーツ具」として扱われ、その耐用年数は３年とされているので

あり、減価償却につきパチンコ器とは別異の取扱いがされているから、パチンコ器に係る事情を

もって当然に同様に考えることができるということには問題がある上、本件パチンコ器について

既に認定判断したところに照らすと、本件パチスロ機についても、施行令１３３条の規定の適用

があるとは認め難いものというべきである。 

４ 本件更正処分等の適法性 

 以上によれば、本件パチンコ器等については、施行令１３３条所定の「使用可能期間が１年未

満である」減価償却資産に該当するということはできない。 

 そして、これまでの検討並びに当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨により認める事実

を基にして、本件パチンコ器等を固定資産として計上した上で法人税法所定の減価償却の計算を

すると、別紙本件更正処分等の根拠及び適法性記載のとおりとなるから、本件更正処分等は、い

ずれも適法であるということができる。 

第４ よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求には理由がないからこれを棄却

することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文の

とおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

   裁判官 藤井 秀樹 

 裁判官中島朋宏は、転補のため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 八木 一洋 
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（別紙） 

関係法令等 

第１ 法人税法の定め 

１ ２条２２号 

 同号は、固定資産とは、土地（土地の上に存する権利を含む。）、減価償却資産、電話加入権その

他の資産で政令で定めるものをいう旨定める。 

２ ２条２３号 

 同号は、減価償却資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具

及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう旨定める。 

３ ３１条１項（平成１９年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。） 

 同項は、内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として法

人税法２２条３項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、そ

の内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その内国法人が

当該資産について選定した償却の方法（償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち

政令で定める方法）に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする旨

定める。 

４ ６５条 

 同条は、法人税法第２編第１章第１節第２款から第１０款まで（所得の金額の計算）に定めるも

ののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める旨定める。 

第２ 法人税法施行令（以下「施行令」という。）の定め 

１ １３条 

 同条のいわゆる柱書きは、法人税法２条２３号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価

証券及び繰延資産以外の資産のうち施行令１３条各号に掲げるもの（事業の用に供していないもの

及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。）とする旨定め、その７号は、「工具、器具

及び備品（観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。）」を定める。 

２ ５６条（平成１９年政令第８３号による改正前のもの。以下同じ。） 

 同条は、減価償却資産の施行令４８条１項１号及び３号並びに４項に規定する耐用年数、当該耐

用年数に応じた償却率及び残存価額については、財務省令で定めるところによる旨定める。 

３ １３３条（平成１９年政令第８３号による改正前のもの。以下同じ。） 

 同条は、内国法人がその事業の用に供した減価償却資産で、施行令１３２条１号に規定する使用

可能期間が１年未満であるもの又は取得価額が１０万円未満であるものを有する場合において、そ

の内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事

業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の

計算上、損金の額に算入する旨定める。 

４ １３２条 

 同条は、内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定

資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの（そのいずれにも該当する場合には、

いずれか多い金額）は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない旨定める。 

一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常
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の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分

に対応する金額 

二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常

の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増

加させる部分に対応する金額 

第３ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「耐用年数省令」

という。）の定め 

 耐用年数省令１条１項１号は、法人税法２条２３号に規定する減価償却資産のうち施行令１３条７

号に掲げる資産の耐用年数は、耐用年数省令別表第一に定めるところによる旨定める。そして、同別

表は、その（種類）「器具及び備品」中の（構造又は用途）「９ 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は

演劇用具」の項の「細目」欄に「パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具」

を掲げ、その耐用年数を２年と定め、同項の「細目」欄に他に掲げる「スポーツ具」については、そ

の耐用年数を３年と定める。 

第４ 法人税基本通達７－１－１２（乙３。以下、法人税基本通達を「基本通達」といい、基本通達７

－１－１２を「本件通達」という。） 

 本件通達は、施行令１３３条の使用可能期間が１年未満である減価償却資産とは、①法人の属する

業種において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性の

ものとして認識されている減価償却資産で、②その法人の平均的な使用状況、補充状況等から見てそ

の使用可能期間が１年未満であるもの（以下、それぞれ「要件①」及び「要件②」という。）をいう

旨定めるとともに、この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能

等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型

式、性能等の異なるものごとに判定することができる旨定める。また、注として、平均的な使用状況、

補充状況等は、おおむね過去３年間の平均値を基準として判定するものとしている。 
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（別紙） 

本件更正処分等の根拠及び適法性 

第１ 本件更正処分の根拠及び適法性 

１ 本件更正処分の根拠 

 原告の本件事業年度の所得の金額及び納付すべき法人税額は、次のとおりである（別表２参照）。 

(1) 所得の金額（別表２④） １億８０１３万６９１２円 

 上記金額は、次のアの金額にイの金額を加えた金額から、ウの金額を差し引いた金額である。 

ア 申告所得金額（別表２①） ７８５万０６３７円 

 上記金額は、原告が柏税務署長に対して平成１９年２月２８日に提出した本件事業年度の法

人税の確定申告書（以下「本件確定申告書」という。）に記載された所得の金額である。 

イ 減価償却超過額（別表２②） １億７４０３万１９９４円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)の金額を差し引いた金額であり、本件パチンコ器等の

取得価額に相当する金額のうち、法人税法３１条１項の規定に基づき計算した本件パチンコ器

等に係る減価償却費の償却限度額を超える部分の金額である。 

 原告は、本件パチンコ器等の使用可能期間が１年未満であるとして、施行令１３３条の規定

に基づき、その取得価額の全額を損金の額に算入しているが、本件パチンコ器等の使用可能期

間が１年未満であるとは認められず、本件事業年度において、その全額を損金の額に算入する

ことはできない。 

(ア) 本件パチンコ器等の取得価額（原告が損金の額に算入した金額・別表３①合計欄参照）

 ２億４４０３万６９５０円 

(イ) 本件パチンコ器等の減価償却費の償却限度額（別表３②合計欄参照） 

 ７０００万４９５６円 

ウ 損金の額に算入すべき費用の金額（別表２③） １７４万５７１９円 

 上記金額は、次の(ア)ないし(ケ)の各費用の金額の合計額であり、原告が本件事業年度の所

得の金額の計算上損金の額に算入していなかった金額であるところ、当該金額は、本件事業年

度末までにその債務が確定していることから、法人税法２２条３項の規定に基づき、本件事業

年度の損金の額に算入すべき金額である。 

(ア) 交通費 ２万００７０円 

(イ) 支払手数料 ４４万６２５０円 

(ウ) 広告費 ４４万１３５０円 

(エ) 通信費 ２９万１６８４円 

(オ) 印刷費 ４４９４円 

(カ) 事務用品費 ７６０５円 

(キ) 諸会費 ３９万２４００円 

(ク) 保全費 ８万８３１１円 

(ケ) 光熱費 ５万３５５５円 

(2) 所得の金額に対する法人税額（別表２⑤） ５３４０万０８００円 

 上記金額は、上記アの所得の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定に基づき１０００

円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に法人税法６６条（平成１８年法律第１０号による改

正前のもの）に規定する税率（ただし、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び
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法人税の負担軽減措置に関する法律１６条１項（平成１４年法律第７９号による改正後のもの）

による置き換え後のもの）を乗じて計算した金額である。 

(3) 課税留保金額（別表２⑥） ５２４１万２０００円 

 上記金額は、次のアの金額からイの金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１８条１項の

規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

ア 留保金額（別表２⑦） １億１５４６万０２９２円 

 上記金額は、上記(1)による所得の金額の変動に伴って算出された留保金額であり、本件確

定申告書別表４に記載された留保所得金額７５５万０６８８円に、上記(1)イの金額を加算し、

上記(1)ウの金額を控除した金額（１億７９８３万６９６３円）から、次の(ア)及び(イ)の各

金額の合計額６４３７万６６７１円を控除した金額である（法人税法６７条（平成１８年法律

第１０号による改正前のもの。以下同じ。）３項）。 

(ア) 上記(2)の金額から下記(5)の金額を控除した金額 ５３３２万２７０６円 

(イ) 上記(2)の金額に２０．７パーセントの割合を乗じた金額 １１０５万３９６５円 

イ 留保控除額（別表２⑧） ６３０４万７９１９円 

 上記金額は、法人税法６７条３項に規定する留保控除額である。 

(4) 課税留保金額に対する税額（別表２⑨） ６３６万１８００円 

 上記金額は、上記(3)の課税留保金額に、法人税法６７条１項に規定する税率を乗じて計算し

た金額である。 

(5) 法人税額から控除される所得税額等（別表２⑩） ７万８０９４円 

 上記金額は、本件確定申告書に記載された法人税額から控除する所得税額等の金額である。 

(6) 納付すべき法人税額（別表２⑪） ５９６８万４５００円 

 上記金額は、上記(2)及び(4)の各金額の合計額から、上記(5)の金額を控除した金額（ただし、

国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(7) 既に納付の確定した法人税額（別表２⑫） １６４万８９００円 

 上記金額は、本件確定申告書に記載された納付すべき法人税額である。 

(8) 差引納付すべき法人税額（別表２⑬） ５８０３万５６００円 

 上記金額は、上記(6)の金額から上記(7)の金額を差し引いた金額であり、本件更正処分により

原告が新たに納付すべき法人税額である。 

２ 本件更正処分の適法性 

 被告が本件訴えにおいて主張する原告の本件事業年度の所得の金額は、上記１(1)のとおり１億

８０１３万６９１２円（別表２④）であり、納付すべき法人税額は、上記１(6)のとおり５９６８

万４５００円（別表２⑪）であるところ、これらの各金額は、本件更正処分における原告の所得の

金額及び納付すべき法人税額（いずれも本件異議決定後のもの）と同額であるから、本件更正処分

は適法である。 

第２ 本件賦課決定処分の根拠及び適法性 

１ 本件賦課決定処分の根拠 

 上記第１・２のとおり、本件更正処分は適法であるところ、同処分により原告が新たに納付すべ

き法人税額については、その基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったこ

とに、国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、本件更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額を基礎として、被告
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が本件訴えにおいて主張する本件更正処分に係る過少申告加算税の額は、①国税通則法６５条１項

の規定に基づき、本件更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額５８０３万円（た

だし、国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額５８０万３０００円と、②国税通則法６５条２項の規定に

基づき、本件更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額５８０３万５６００円のう

ち、同条３項に規定する期限内申告税額に相当する金額と５０万円とのいずれか多い金額である１

７２万７０００円を超える部分に相当する税額５６３０万円（ただし、国税通則法１１８条３項の

規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額２８１万５０００円との合計額８６１万８０００円である。 

２ 本件賦課決定処分の適法性 

 被告が本件訴えにおいて主張する本件更正処分に係る過少申告加算税の額は、上記１のとおり８

６１万８０００円であるところ、同金額は、本件賦課決定処分における過少申告加算税の額（本件

異議決定後のもの）と同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。 
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別表１～３ 省略 


